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協議事項 

１ 会長及び副会長の選任について 
 

（１）本会の会長について、下記のとおり事務局より推薦する。 

 

委員番号 14 番 丸森町企画財政課 課長 長門 修 

 

（２）本会の副会長について、下記のとおり事務局より推薦する。  

 

委員番号６番 有限会社山正タクシー 代表取締役 長江 宗夫 

 

２ 越後自動車有限会社の廃業について 

 

越後自動車有限会社（以下「越後自動車」という。）より、10 月 31 日をもって廃業す

る旨の連絡があり、それに伴い、同社の運行する下記路線を廃止するもの。 

 

（１）定期運行路線 

   廃止路線 

   ①町民バス「肱曲線」（阿武隈急行線丸森駅～筆甫地区川平） 

   ②町民バス「大耕線」（丸森病院～耕野まちづくりセンター前～丸森病院） 

   ※路線図については参考資料３「町民バス「肱曲線」「大耕線」「峠線。羽

出庭線」路線図」を参照 

 

（２）区域運行路線 

   廃止路線 

   ①デマンドタクシー「あし丸くん」（運行区域：町内全域） 

※越後自動車は、現在、「筆甫地区」「大張・耕野地区」「丸森山間部」「丸森

平坦部・舘矢間地区」の 4 方面の運行を行っている。 

 

（３）廃業の理由 

経営者が、自身の体調不良により今後の経営が困難であると判断したため。 

 

（４）路線廃止への対応 

廃止路線について、町内に本社を持つ有限会社山正タクシー（以下「山正タクシー」

という。）が越後自動車の事業の一部を継承し、定期路線について路線を新設、区域

運行について事業を拡大し運行を継続することにより、地域交通をこれまでと同水準

の交通体系で維持に対応する。 
 
 

※ 越後自動車の一般旅客自動車運送事業の廃業については、本会での協議が調った

ことを証明することを条件に、廃業の一か月前までに東北運輸局へ届出を行う必

要があることを申し添える。 
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３ 有限会社山正タクシーの事業承継について 
 

協議事項３（４）のとおり、廃止路線を山正タクシーが引き継ぎ運行するため、下記の路線の新

設等を行うもの。 
 

（１）定期運行路線 

新設路線 

①町民バス「肱曲線」（阿武隈急行線丸森駅～筆甫地区川平） 

   ②町民バス「大耕線」（丸森病院～耕野まちづくりセンター前～丸森病院） 

   ※路線図及び時刻・運賃表については参考資料３「町民バス「肱曲線」「大

耕線」「峠線・羽出庭線」路線図」参考資料４「町民バス「肱曲線」「大耕

線」「峠線・羽出庭線」時刻・運賃表」を参照 
 

（２）区域運行路線 

    事業拡大路線 

     ①デマンドタクシー「あし丸くん」（運行区域：町内全域）  

  山正タクシーが、現在運行を行っている「金山・小斎地区」「大内地区」の２方

面に加えて「筆甫地区」「大張・耕野地区」「丸森山間部」「丸森平坦部・

舘矢間地区」の４方面の運行も行う。  

 

（３）路線新設への対応 

協議事項３（４）のとおり交通体系を維持するため、路線新設及び事業拡大に伴う車両

及び運転手の確保については、越後自動車からの事業承継に基づく車両の譲渡及び運

転手の継続雇用等で対応する。 

 

４ 交通空白地有償運送（旧 市町村運営有償運送）に係る自家用自動車旅客運送の変更登録

について 
 

下記のとおり、令和３年 11 月 1 日より交通空白地有償運送に係る自家用自動車旅客運送の
変更を行うもの。 

 

（１）変更する内容 

   交通空白地有償運送に係る協力事業者を越後自動車から山正タクシーに変更

するもの。 

 

（２）変更の理由 

   越後自動車の廃業に伴う山正タクシーへの事業承継により、同社が町と締結して

いるスクールバス運行委託契約の契約権者が山正タクシーに移行するため。 

 

（３）該当の路線 

   町民バス「峠線」、町民バス「羽出庭線」 

 

（４）交通空白地有償運送を行う理由 

欠入・峠地区及び廻倉・羽出庭・小坊木地区のデマンド型乗合タクシー（区域路

線）の運行では対応できない、通学者及び地域住民の交通手段を確保するとともに、

現行の「欠入スクールバス」、「羽出庭スクールバス」の有効活用を図るため。 
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（５）交通空白地有償運送を行っている路線について 

現在、下記２路線については、平成 20 年 4 月 1 日より交通空白地有償運送による運行を

行っている。 
 

   運行路線 

   ①町民バス「峠線」（丸森～峠） 

   ②町民バス「羽出庭線」（丸森～川前） 
 

 

 

  運行体系（上記２路線ともに同じ） 

①運行主体：丸森町 

②使用車輌：スクールバス２台（町所有） 

③運転業務：越後自動車有限会社に運行業務を委託 

        ※11 月 1 日より有限会社山正タクシーに運行者が変更 

④運行区間：別添参考資料３「町民バス「肱曲線」「大耕線」「峠線・羽出庭線」路線図」 

         参照 

⑤料 金：１回定額 200 円（子ども、障害者 100 円） 

         ※スクールバス対象児童生徒は現行どおり無料 

         ※運賃支払いは回数券を利用 

⑥運 行 日：月～金（ただし、夏・冬・春休みや臨時休校日などの学校休校日は運休） 

⑦便 数：朝１便  ※帰りの便はスクールバス（児童のみの利用）として運行 


